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要 　　　約

特定非営利活動法人（以下，��法人という）は，���	年 �月に，民法�
条の特別法として成立
した「特定非営利活動促進法」（��法という）を根拠として成立したものである．

本稿では，適宜，例題を用いて，特に ��法人の会計における財務諸表の関連性と資金概念の関
係性を中心に，整理・検討し，今後の ��法人の会計のあり方について考察した．

は じ め に

� 問題の所在 �

特定非営利活動法人（以下，��法人という）
は，���	年 �月に，民法�
条の特別法として成立し
た「特定非営利活動促進法」（��法という）を根拠

として成立したものである．その法律の中で，��

法人の会計原則について定めた規定は，��法��

条である．その内容は，以下の通りである．

（会計の原則）

第二十七条 　特定非営利活動法人の会計は，この
法律に定めるもののほか，次に掲げる原則に
従って，行わなければならない．

一 　削除
二 　会計簿は，正規の簿記の原則に従って正しく
記帳すること．

三 　財産目録，貸借対照表及び収支計算書は，会
計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真

実な内容を明りょうに表示したものとする
こと．

四 　採用する会計処理の基準及び手続きについて
は，毎事業年度継続して適用し，みだりにこ
れを変更しないこと．

上記原則の規定を中心として，その他には，その
他の事業を，特定非営利活動に係る事業に関する会
計と区分し，特別の会計として経理しなければなら
ない規定（��法第 �条）や，情報公開に関する規
定（��法第�	，��条）がある．

上記会計原則を踏まえて，筆者の考えるわが国の
��法人の会計の重要な問題点は，財務諸表の関
連性の不明瞭さや，それらの定義や役割の曖昧さで
あると考える．例えば，営利企業の会計における貸

借対照表と損益計算書は，利益を媒介とした有機的
関係性を有している．また，周知の通り，貸借対照
表は，一定時点における企業の財政状態を表示し，
損益計算書は，一定期間における企業の経営成績を
表示すると定義されている．一方，��法人の会
計は，上記の会計原則を見る限り，主たる財務諸表
として，貸借対照表と収支計算書が要求されている．
しかし，両者の関連性が甚だ不明瞭であるし，さら
に，両者の定義や役割も曖昧である．確かに，現状

の ��法人の会計実務においては，収支計算書と
貸借対照表を補完する計算書として，正味財産増減
計算書が存在する．しかし，現状では，��法人
の会計における正味財産増減計算書の定義や役割が
曖昧であるし，その結果，財務諸表の体系における
位置づけも曖昧である．さらに，その重要な問題は，
後述する通り，資金概念の選択とも関係する問題で
あるので，一層複雑な問題となっている．
したがって，本稿の目的は，適宜，例題を用いて，

上記で指摘した問題点のうち，特に現行の ��法
人の会計における財務諸表の関連性と資金概念の関
係性を中心に，整理・検討し，今後の ��法人の
会計のあり方について考察することである．なお，
本稿は，��法人の会計に焦点を当てているが，本
稿で指摘した問題点は，わが国の非営利組織体会計
（後述するが，非営利組織体のうち，プライベート・
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セクターに属する法人の会計）全体に共通する問題
点を含んでいると考える．

わが国の非営利組織体会計の比較検討

わが国の非営利組織体は，大きく分けて，パブリッ

ク・セクターとプライベート・セクターに区分され
る．さらに，プライベート・セクターを詳細に区分
すれば，公益法人，学校法人，社会福祉法人，宗教
法人，��法人等に区分される．本稿は，上記の
区分のうち，プライベート・セクターに属する法人
の会計を対象としている．（以下，本稿で，非営利
組織体と述べた場合は，プライベート・セクターを
指す．）
ここでは，わが国の主たる非営利組織体会計の比

較を通じて，その共通点を明らかにしたい．
表 �は，わが国のプライベート・セクターに属す

る主な法人に適用される会計基準又はそれに準じる
ものと，それらに従って，各法人が作成する主な財
務諸表又は計算書類（以下，財務諸表等とする）を
要約したものである．
表 �によれば，わが国の非営利組織体会計には，

各非営利組織体間における会計の共通点として，以
下の主要な点が存在する．

（�）収支の状態を示す計算書の存在

この共通点は，表 �の各法人において，キャッ
シュ・フロー計算書，収支計算書又は資金収支計算
書のいずれか一つが，収支の状態を示す計算書とし
て存在する点である．消費経済体である非営利組織
体会計においては，営利企業の様に，利益獲得を第
一の目的としておらず，予算準拠主義に基づいて，

予算を執行することを第一の目的としている．その
他にも，非営利組織体は，経費や設備が必要であれ
ば，国，地方公共団体又は寄付者等からの資金提供
を受ければ済むために，収支の状態を示す計算書が

重要となる．
（�）営利企業の損益計算書に準じた計算書の存在

この共通点は，表 �の各法人において，正味財産
増減計算書，消費収支計算書又は事業活動収支計算
書のいずれか一つが存在する点である．これらの計
算書は，いずれも，実現主義あるいは発生主義に基
づいて取引の認識・測定が行われ，企業会計の損益
計算書と類似した計算書である．
（�）貸借対照表，財産目録の存在

まず，貸借対照表は，各法人において，すべて財
務諸表等として要求されている．次に，財産目録は，
表 �の通り，学校法人及び医療法人等を除いて，す
べて財務諸表等に含まれている．しかし，学校法人
においても，財産目録は，私学法
�条により，所轄
庁への提出の義務はないが，作成しておく必要があ
り，医療法人においても，医療法��条により，都道
府県知事に提出しなければならない．したがって，
表 �のすべての法人は，財産目録を作成している．

それらの法人が財産目録を作成する理由は，非営利
組織体の継続的活動を促進する観点からすると，財
産を維持管理する際に活用する物量情報の重要性が
高いからである．
つまり，非営利組織体会計においては，貸借対照
表が提供する財産の貨幣情報だけでなく，財産の物
量情報も重要性が高いといえる．
最後に，わが国の非営利組織体会計の各法人には，

表 � わが国のプライベート・セクターに属する主な法人の会計基準等
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上記の共通点が存在する．したがって，以下では，
上記の共通点により，わが国の非営利組織体全体に
共通する問題を一部含むと認識した上で，��法
人における会計の財務諸表の関連性と資金概念の関

係性を，例題を用いて検討していくことにする．

���法人の会計における財務諸表の関連性と

資金概念の関係性

以下では，簡単な例題を用いて，��法人の会
計における財務諸表の関連性と資金概念の関係性に
ついて検討していくことにする．
上記の関係性について論じる前に，財務諸表の関

連性と，資金概念について述べることにする．
まず，財務諸表の関連性は，具体的に述べるとす

れば，先に述べた ��法人の会計における財産目
録，貸借対照表，収支計算書及び正味財産増減計算
書の関連性のことである．その中でも，以下では，
財産目録を除いた三つの財務諸表に限定して論じる．

三つに限定する理由は，財産目録と，その他の財務
諸表との関連性を考えた場合，財産目録が，貸借対
照表を補完するという関連性のみを有しているから
である．したがって，以下では，貸借対照表，収支

計算書及び正味財産増減計算書の三つの財務諸表の
関連性に限定して検討していくことにする．
以下では，表 �で示す通り，三つの財務諸表のう

ち，正味財産増減計算書が ��ストック式の場合と，
��フロー式の場合に分けて，上記で限定した三つ
の財務諸表の関連性を中心に，検討していくことに
する．
表 �により，��法人の会計における財務諸表

の関連性について明らかになることは以下の通りで

ある．
（�） ��正味財産増減計算書 � � �ストック式の場合

は，まず，収支計算書と正味財産増減計算
書が，当期収支差額を媒介としてリンクす
る．その次に，正味財産増減計算書におい

表 � わが国の ���会計における財務諸表の関連性

この表の例は�設立初年度を想定している．
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て，当期収支差額に固定資産及び負債の増
減を加減することによって，当期正味財産
増加額が計算され，その増加額を媒介とし
て正味財産増減計算書と貸借対照表がリン

クする．その結果，この場合には，三つの
財務諸表が有機的関連性を有するというメ
リットがある．また，それに加えて，当然
ではあるが，収支計算書と貸借対照表の関
連性で言えば，前者で表示される当期収支
差額と後者で表示される運転資本の増加額
が一致する．

（�） ��正味財産増減計算書 � � �フロー式の場合は，
正味財産増減計算書と貸借対照表が，当期

正味財産増加額を媒介としてリンクする．
また，ストック式と同様に，当期収支差額
と運転資本の増加額が一致する．

ここで，表 �におけるストック式とフロー式の場
合の財務諸表の関連性の比較を踏まえると，筆者は，
財務諸表の有機的関連性の観点からすれば，ストッ
ク式のほうが，フロー式に比べて優れていると考え
る．その理由は，上記で説明した通り，正味財産増
減計算書が収支計算書と貸借対照表を結び付けてお

り，その結果，三つの財務諸表の有機的関連性が保
たれているからである．
次に，資金概念について検討することにする．

��法人の会計における資金概念は，��法にお
いて定義されていない．そのため，各法人が，事業
の種類，規模に応じて判断することになる．しかし，
��法人の会計における大半の組織の実務は，「旧
公益法人会計基準」別表における「資金の範囲は原
則として現金預金及び短期金銭債権債務とする」と

いう規定に基本的に従っていると思われる．上記の
「短期金銭債権債務」については，表 �の通り，大き
く分けて二通りの考え方がある��．
表 �の通り，��法人の会計における資金概念

は，各法人において，個別に判断することになる．
ただし，��法人は，短期金銭債権債務を，上記
の狭義の範囲とした上で，資金概念を「現金預金お
よび短期借入金，貸付金を含まない短期金銭債権債
務まで」とするのが好ましいとの指摘がある��．

以上，��法人の会計における財務諸表の関連
性と，資金概念について述べた．
以下では，上記を踏まえて，仮の ��法人につ

いて，正味財産増減計算書として ��ストック式ある
いは ��フロー式を採用した場合に，資金概念を�� � �

現金のみ，�� � �運転資本とする場合の全ての組み合
わせを，簡単な例題を用いて検討する．その上で，

以下では，その検討結果を踏まえて，財務諸表の関
連性と資金概念の関係性を整理したい．その他にも，
以下では，必要に応じて上記の全ての組み合わせを，
企業会計方式（資金概念は現金）と比較することと
する．
��（ストック式）��（現金）

この組み合わせの場合に問題となるのは，収支計
算書の「仕入���」と，正味財産増減計算書の「仕入
増加額��」である．つまり，同じ仕入取引にもかか

わらず，前者が資金取引に該当し，後者が非資金取
引に該当するため，それぞれ別個の計算書に計上さ
れてしまう問題である．この問題は，��（ストック
式）��（現金）が結びついたために生じたものであ
り，別個の計算書に同じ仕入取引が計上されてしま
うと，��法人の利害関係者に混乱を与えてしま
うことになる．また，これと同様の理由から問題と
なるのは，収支計算書の「売上���」と，正味財産増
減計算書の「売上増加額���」である．

��（ストック式）��（運転資本）

この組み合わせは，��法人の大半が採用して
いる組み合わせと，本質的に同質の組み合わせであ
る．ただし，上記で触れた通り，��法人は，資金
概念として，多くの法人が「現金預金および短期借
入金，貸付金を含まない短期金銭債権債務まで」を
採用している．したがって，この組み合わせは，純
粋に運転資本（流動資産�流動負債）を採用してい
るため，期中取引 �による短期借入金償還支出��が

収支計算書に計上されていない．
しかし，この組み合わせにおいて，期中取引 �の
会計処理以外は，「現金預金および短期借入金，貸付
金を含まない短期金銭債権債務まで」を採用した場
合と，すべて同様である．
この組み合わせでは，上記の ��（ストック式）��

（現金）における問題が解決されている．このこと
から，現行の ��法人の多くが採用している組み
合わせと本質的に同質であるこの組み合わせは，上

記 ��（ストック式）��（現金）の問題を回避するた
めに採用されていることが推測される．

表 � 短期金銭債権債務の範囲
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表��� 　企業会計方式と ��（ストック式）�	（現金）

※表����表���は，企業会計方式との比較を行う際に混乱を避けるため，��（ストック式）�	（現
金）をはじめとした組み合わせを検討する際に，企業会計方式で使用した勘定科目以外，すなわち
新たに必要となる勘定科目以外は，企業会計方式の勘定科目をそのまま活用している．したがっ
て，���法人に相応しくない勘定科目も一部存在するが，その理由は，企業会計方式との比較
を優先したためである．当然ではあるが，そのことで，財務諸表や会計処理自体に影響はない．
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表��� 　��（ストック式）�
（運転資本）と ��（フロー式）�	（現金）
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表��� 　��（フロー式）�
（運転資本）
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��（フロー式）��（現金）と，��（フロー式）��（運

転資本）

この両者の組み合わせで問題となるのは，両者の
組み合わせ共に，資金取引が，収支計算書と正味財
産増減計算書において，二重となることである．そ
の理由は，収支計算書を，企業会計におけるキャッ
シュ・フロー計算書のように，複式簿記システム外
で作成しないからである．しかし，この組み合わせ
であれば，両者共に，企業会計における損益計算書
と類似した正味財産増減計算書を作成可能である．
さらに付け加えれば，企業会計における損益計算

書が，利益の発生原因を明らかにするのと同様に，
��法人の会計におけるフロー式の正味財産増減
計算書は，正味財産増減の発生原因を明らかにする
ことが可能である．
上記では，正味財産増減計算書として ��ストック

式あるいは ��フロー式を採用した場合に，資金概念
を �� � �現金のみ，�� � �運転資本とする場合の全ての
組み合わせを検討した．その組み合わせを整理すれ
ば，表 �の通りである．以下では，その関係性によ

り生じる問題点を解決する際の参考として，アメリ
カの非営利組織体会計における財務諸表の関連性と，
資金概念に焦点を当てて検討していくことにする．

アメリカの非営利組織体会計における

財務諸表の関連性と資金概念

以下では，アメリカの非営利組織体会計における
財務諸表の関連性と，資金概念に焦点を当てて検討
していくことにする．
まず，アメリカの非営利組織体における財務諸

表に関する会計基準について述べる．アメリカ財
務会計基準審議会（��������� ���������� �����

�� �! ��� �：以下，����）は，����年に財務会
計基準書第���号「非営利組織体の財務諸表」��（以
下，基準書第���号）を公表した．その内容は，非
営利組織体が作成する財務諸表として，貸借対照表
（����"#"�� �$ ��������� �!�����），事業活動計算

書（����"#"�� �$ ����%���"!）及びキャッシュ・フ

ロー計算書（����"#"�� �$ &�!' ���(!）を作成す
ることを要請したものであった．
次に，以下の表 �において，アメリカの非営利組

織体における財務諸表の関連性を明らかにする．
表 �の通り，アメリカの非営利組織体における財

務諸表の関連性で特筆すべき点は，貸借対照表と事
業活動計算書が有機的関連性を有している点であ
る．この関連性は，アメリカの営利組織体における
財務諸表の関連性と本質的に同一である．両者が本
質的に同一である理由は，アメリカの非営利組織体

会計と営利組織体会計について，利益の計算及び配
分等に関する若干の事項を除き，本質的には顕著な
差が認められないとの ����の認識があるからであ
る．��

次に，アメリカの非営利組織体における資金概念
について明らかにする．その資金概念については，
財務会計基準書第��号「キャッシュ・フロー計算
書」��及び基準書第���号により規定されている．前
者は，営利企業に適用されていたが，基準書第���

号により一部改訂し，その適用範囲を非営利組織体
にまで拡大した．それにより，営利企業と非営利企
業の資金概念は，同一なものとなった．両者により
規定されている資金概念は，一言で言えば，現金お
よび現金同等物である．したがって，アメリカの非
営利組織体会計における資金概念は，両者により規
定された結果，組織体間の比較可能性を確保し，さ
らに営利企業と同様の「現金および現金同等物」と
なった結果，利害関係者にとって非常に理解しやす

い資金概念となった．

���法人会計の問題点の検討

ここでは，上記の検討を踏まえて，今後の ��

法人の会計における財務諸表のあり方（特に，正味
財産増減計算書は，フロー式とストック式のどちら
が好ましいかという問題）や，望ましい資金概念に
ついて検討する．

表 � 財務諸表の関連性と資金概念の関係性
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わが国の ��法人の会計は，最初に述べた通り，
��法で詳細に財務諸表の体系や定義が示されて
いない．したがって，��法人の会計実務は，情
報開示の具体的様式や内容が法定されていないため

に，非常に混乱している��．したがって，本稿は，
表 �に基づいて，��法人の会計の実務に沿って，
貸借対照表，収支計算書及び正味財産増減計算書の
三つの関連性について，正味財産増減計算書を ��ス
トック式，��フロー式を採用した場合に分けて検討
した．その結果，上記では，三つの財務諸表の有機
的関連性の観点からすれば，ストック式のほうが，
フロー式に比べて優れているとした．さらに，上記
では，財務諸表の関連性と資金概念の関係性を明ら

かにするために，仮の ��法人について，正味財
産増減計算書として，��ストック式，��フロー式を
採用した場合に，資金概念を �� � �現金のみ，�� � �運

転資本とする場合の全ての組み合わせにおける問題
点を整理した．
そこで，以下では，財務諸表の関連性を検討する
上で，筆者が，特に重要であると考える正味財産増

減計算書を，ストック式とするか，フロー式にする
かについて，表 �で指摘した内容と，筆者が考える
それ以外のメリット・デメリットを合わせて整理し
た表 �により，再度検討する．
表 �の通り，正味財産増減計算書について，ストッ

ク式とフロー式は，それぞれ一長一短である．しか
し，筆者は，制度的実行可能性の観点からすると，
フロー式の方が優れていると考える．その理由は，
コンピューター会計や，公認会計士等による監査の

充実により，フロー式のデメリットは解決出来ると
考えるからである．例えば，表 �の一取引二仕訳に
より，事務量増加に関するデメリットの解決は，コ

表 � アメリカの非営利組織体会計における財務諸表の関連性

※����の基準書第���号によれば，事業活動計算書とキャッシュ・フロー計算書は，複数の形式が示されている．そこ
で，本稿では，事業活動計算書については，���	
��を採用し，キャッシュ・フロー計算書については，間接法を採用
している．両者を採用した理由は，アメリカの非営利組織体における財務諸表の有機的関連性を重視する観点からすれ
ば，両者が優れているからである．

表  正味財産増減計算書（ストック式・フロー式）のメリット・デメリット
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ンピューター会計による仕訳の自動生成等の利用に
より可能である．また，財務諸表の有機的関連性に
関するデメリットは，公認会計士等による監査によ
り，かなりの程度解消されると考える．

次に，��法人における資金概念の問題について
触れることにする．��法人の資金概念は，��

法で定められておらず，各法人において，事業の種
類，規模に応じて選択することになることを先に述
べた．換言すれば，��法人の会計においては，資
金概念の選択の余地が残されていることになる．こ
の選択の余地が残されていることによって生じる問
題は，��法人間の財務諸表における比較可能性
の欠如という問題である．確かに，非営利組織体会

計において，会計理論上，どの資金概念を選択する
ことが，最も適切であるかの問題は未だ決着を見て
いない��．しかし，例えば，上記で触れた通り，アメ
リカの非営利組織体における資金概念が規定されて
いるように，筆者は，��法において，��法人
間の財務諸表の比較可能性の観点からすれば，��

法人の資金概念を規定する必要があると考える．さ

らに，今後，��法人の資金概念を制定する際に
は，上記で明らかになった財務諸表の関連性と資金
概念との関係性に十分留意する必要があると考える．
最後に，本稿の目的は，��法人の財務諸表の

関連性と資金概念の関係性を中心に検討することで
あった．特に，その関連性の検討は，例題を用いて
技術的側面からのみ行った．しかし，��法人に
おける適切な財務諸表の体系や資金概念を規定する
際には，営利企業と比較した場合の特殊性，具体的
には，非営利性や使命（#�!!���）を考慮することが
重要である．その重要性を考慮する一例としては，
アメリカの非営利組織体会計のように，貸借対照表
の正味財産を，どのように区分するのか，という問

題が挙げられる．
さらに，上記で指摘した非営利性や使命を考慮し

ながら，財務諸表の体系をいかに構築するかという
問題は，��法人だけでなく，わが国の非営利組
織体会計全体に共通する問題である．引き続き，筆
者の研究課題としたい．
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